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（都市計画区域の整備、

開発、及び保全の方針） 
・隠岐の島町地域公共交通計画 

・隠岐の島町地域防災計画 

・隠岐の島町中小企業・小規模企業振興計画 

・隠岐の島町公共下水道事業計画 

・西郷港玄関口まちづくり計画 
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H7 H12 H17 H22 H27

都市計画区域 都市計画区域外 行政区域

行政区域人口（人） 

都市計画区域人口 

都市計画区域外人口（人） 

単位：人,%

H7 H12 H17 H22 H27

行政区域 18,367 18,045 16,904 15,521 14,608

都市計画区域 10,819 10,674 10,132 9,281 8,948

（構成比） 58.9% 59.2% 59.9% 59.8% 61.3%

都市計画区域外 7,548 7,371 6,772 6,240 5,660

（構成比） 41.1% 40.8% 40.1% 40.2% 38.7%

出典：日本の地域別将来推計人口［平成 30

年推計］（国立社会保障・人口問題研究所） 



 

 

30人／ha未満
30人／ha以上～40人／ha未満
40人／ha以上～50人／ha未満
50人／ha以上～80人／ha未満
80人／ha以上～

暖色系

都市計画区域

図中の黄色の文字 

「池田」「平」「下西」「岬町」で

は人口が増加していますが、人

口密度は低く、３０人/ha 未満

です。 

 

その他、白文字は減少傾向にあ

ります。 

 

※次ページ参照 
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東町 中町 栄町 西町 港町 岬町 飯田 東郷 上西 原田 平 池田 有木 下西 西田 今津 城北町

H12

H17

H22

H27

人口（人） 

可住地人口密度（人/ha） 

H12 H17 H22 H27 H12 H17 H22 H27

東町 405 343 313 302 5.5 74.1 62.8 57.3 55.3

中町 597 510 443 406 6.2 96.1 82.1 71.3 65.3

栄町 2,025 2,029 1,936 1,877 32.0 63.3 63.4 60.5 58.7

西町 1,182 1,004 876 866 17.5 67.7 57.5 50.2 49.6

港町 1,168 1,021 911 835 10.5 111.6 97.5 87.0 79.8

岬町 306 375 385 388 47.1 6.5 8.0 8.2 8.2

飯田 242 251 227 209 38.5 6.3 6.5 5.9 5.4

東郷 677 618 599 585 41.3 16.4 14.9 14.5 14.1

上西 216 210 187 168 21.8 9.9 9.6 8.6 7.7

原田 553 566 516 482 57.7 9.6 9.8 8.9 8.3

平 189 185 201 203 33.5 5.6 5.5 6.0 6.1

池田 232 266 243 243 23.4 9.9 11.4 10.4 10.4

有木 889 827 757 721 38.7 23.0 21.4 19.6 18.6

下西 843 804 657 695 38.2 22.1 21.1 17.2 18.2

西田 139 114 113 100 19.6 7.1 5.8 5.8 5.1

今津 300 299 277 269 43.8 6.8 6.8 6.3 6.1

城北町 769 764 687 641 25.9 29.7 29.5 26.5 24.7

人口（人） 可住地面積

（ha）

人口密度（人/ha）
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航空写真（S52 年 10 月 15 日撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空写真（R3 年撮影） 



 

 

都市計画区域

農用地区域★ 空き家 

都市計画区域

農用地区域
庁舎 

図書館 

文化施設 

体育館 

警察署 

消防署 

銀行 

郵便局 



 

 

都市計画区域

農用地区域
大規模小売店（売場面積 1,000 ㎡以上） 

小売店 

都市計画区域

農用地区域
総合病院 

一般医院 

歯科医院 



 

 

 

バス路線
バス停
バス停から200ｍ

都市計画区域

都市計画区域

農用地区域



 

 

 

土砂災害特別警戒区域（レッド）
土砂災害警戒区域（イエローン）
土砂災害警戒区域（対策済）

浸水想定区域（津波・河川氾濫）
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●西郷港周辺の人口密度が高い地域や、バス停から近く利便性の高いところに設定。

居－1
人口密度30人
/ha以上

一定規模の人口
密度を維持して
いくため

居－2
バス停から
200ｍ圏内

バス停まで歩いて200ｍの圏
域を中心に連続した住宅地が
形成されているところの人口
密度を維持していくため

または

30人／ha未満
30人／ha以上～40人／ha未満
40人／ha以上～50人／ha未満
50人／ha以上～80人／ha未満
80人／ha以上～

暖色系

都市計画区域

バス路線
バス停
バス停から200ｍ

都市計画区域

●法令等で居住や住宅の建築が制限されている区域は居住誘導区域から除く。

除外 農用地区域 法令等で居住や住宅の建築が制限されているため



 

 

都市計画区域

農用地区域

●防災上の観点から居住を誘導すべきでないと判断する区域は除く。

除外

防災上危険な区域
・土砂災害特別警戒区域（レッド）
・土砂災害警戒区域（イエロー）
※イエローの対策済みは除外区域に含めない

・津波浸水エリア（2ｍ以上）
・八尾川洪水浸水エリア（2ｍ以上）

法令等で居住や住宅
の建築が制限されて
いるため

※津波による浸水深約2.0ｍで被災状況に大きな差があるとの調査結果（国土交通省「東日本大震
災による災害現況調査結果」）より、2.0ｍ以上を除外の目安とする

国土交通省「東日本大震災による災害現況調査結果」より津波浸水エリアに「港町・
西町・中町の住宅や都市機
能集積地」が含まれる

全てを回避することは現実
できでない

リスクの低減として：
2つの条件が整えば「都市
機能」「居住」を誘導する
ことができる
●一定の浸水深を下回る
（2.0ｍ未満）である
●一定距離（200ｍ以内）
に一時避難場所がある
または、
一定距離（50ｍ以内）
に垂直避難ができる
安全な建物がある

町としては、2.0ｍ以上の浸水深には
「都市機能」「居住」を誘導しない



 

 

 

国土交通省「防災指針作成手引き」より

洪水浸水エリアに
セントラルエリア（仮称）
が含まれる

回避：浸水エリアを誘導区域に含まない

リスクの低減として：浸水深2.0ｍ未満
垂直避難、避難路・避難場所の確保が必須

土砂災害特別警戒区域（レッド）
土砂災害警戒区域（イエローン）
土砂災害警戒区域（対策済） ※除外区域から外す
浸水深2ｍ以上となる浸水想定区域（津波・河川氾濫）



 

 

 

都市計画区域 

居住誘導区域（案） 
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●居住誘導区域内において設定する。
※法的規制・防災上危険なところは除いてある

●特に生活利便性を向上させる施設の集積地を 都市機能誘導区域とします。

区分 都市機能誘導施設・条件 設定理由

都－1
西郷港ターミナルビルを中心と
した半径200ｍ圏内

年間27万人（800人/日）が利用する「ひと・もの・情
報」の集積地。

都－2
公共施設‘（庁舎、図書館、文化
施設、体育館、警察署、消防
署）、銀行・郵便局

行政手続き、金融機関など、日常生活で居住地の近くに
必要な施設

都－3 医療機関
隠岐病院は、外来者数470人/日（R1年度実績）が通院
する目的地。また一般病院の通院先。（歯医者は除く）

都－4
大規模小売店
（売場面積1,000ｍ以上）

日常生活を営むため、町内から集まる主な買い物先
（島根県商勢圏調査：都市計画区域内の8～9割が買い
物に訪れ、町内からも6～7割が訪れている）

都－5
小売店が連続し商店街の体を形
成

日常生活を営むため、近隣から集まる主な買い物先



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郷港 

フェリー 

ターミナル 



 

 

 

都市計画区域 

都市機能誘導区域（案） 
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■対策済み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    都市計画区域内においては、2ｍ以上の津波は予測されていません。 

    しかし、西郷港周辺や東郷の沿岸部で 2ｍ未満の津波到達が予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    八尾川沿いの低平地では、河川氾濫や支川からの内水による氾濫が予測されており、近年も被 

害を受けました。  
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第8章－2 
 

8－2 計画の実現へ向けた評価指標と目標値 

計画の実現に向けては、より効果を高めるための目標値を設定し、施策の進捗状況や効果につ

いて、各年単位でモニタリングを行います。 

また、概ね5年ごとに施策・事業の実施状況について調査・分析を行い評価します。 

さらに、社会経済情勢の変化やニーズの変化等も踏まえ、計画の妥当性を精査・検証し、必要

に応じて計画を見直します。 
 

施策 評価指標 基準値 

（R2年） 

目標値 

（R6年） 
1．公共交通サービスの
向上と利用促進 

地域公共交通の利用者数
25,431人/年 25,431人/年 

2．居住エリアの環境向
上 

公共下水道の普及率 
63.7% 83.3% 

3．住み替えの円滑化 危険家屋の撤去数 
10件/年 15件/年 

4．災害リスクに応じた
居住環境の形成 

住宅の耐震改修数 
1件/年 2 件/年 

5．居住を誘導するため
の公共交通利用環境
の向上 

西郷港周辺地区の交通機
能強化件数 0件 1 件 

6．都市機能集積地の形
成 

大規模小売店（1,000㎡
以上）の数 4件 4 件 

7．西郷港周辺のまちな
か再生 

都市再生整備計画事業の
整備率 0% 20% 

8．公共施設の適正配置 公共施設の休廃止届出件
数 0件 0 件 

9．都市機能と連携した
公共交通利用環境の
向上 

隠岐航路の利用者数 
270,000人/年 300,000人/年 

 


